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平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

告
　
示

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
一
一
〇
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
（
一
一
一
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
（
一
一
二
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
（
一
一
三
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
変
更
の
届
出
（
一
一
四
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
（
一
一
五
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
（
一
一
六
・
長
寿
社
会
課
）

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
（
一
一
七
・
長
寿
社
会
課
）

◯
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
一
一
八
・
都
市
計
画
課
）

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
一
一
九
、
一
二
〇
・
都
市
計
画
課
）

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
二
一
・
道
路
環
境
課
）

◯
河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
一
二
二
・
河
川
課
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
総
合
農
林
事
務
所
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録
の
基
準
日
等
（
二
二
）

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
日

（
二
三
）

選
挙
委
員
会
公
告

◯
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
分
室
設
置
（
二
二
）

◯
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
分
室
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
事
務
（
二
三
）

秋
田
県
告
示
第
百
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

１

告
　
　
　
　
　
　
示

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
七
四
〇
九

〇
五
七
〇
一
〇
七
五
五
七

〇
五
七
〇
一
〇
七
五
七
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
飯
島
字
堀
川
八
十
四
番
地
二
十

秋
田
市
八
橋
本
町
四
丁
目
十
番
十
五
号

秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
一
番
六
号

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
久
盛
会
理
事
長

後
　
藤
　
忠
　
久

有
限
会
社
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
秋

田
代
表
取
締
役横

　
谷
　
　
　
満

グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
　
木
　
勇
　
治

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
十
日

平
成
十
四
年
十
月
一
日

平
成
十
四
年
十
月
八
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

三
楽
園
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

在
宅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ラ
イ
フ

サ
ー
ビ
ス
秋
田

グ
リ
ー
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

（
訪
問
介
護
）
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２

〇
五
七
〇
一
〇
七
六
一
五

〇
五
七
〇
一
〇
七
六
五
六

〇
五
七
〇
一
〇
七
八
七
〇

〇
五
七
〇
二
〇
七
三
三
二

〇
五
七
〇
三
〇
七
六
九
四

〇
五
七
〇
四
〇
七
三
四
六

〇
五
七
〇
六
〇
七
五
九
八

〇
五
七
〇
八
〇
七
三
五
四

〇
五
七
〇
八
〇
七
五
〇
三

〇
五
七
〇
八
〇
七
六
八
五

〇
五
七
二
二
〇
七
七
六
九

〇
五
七
二
五
〇
七
七
一
三

秋
田
市
保
戸
野
八
丁
五
番
三
十
三
号
コ
ー
ポ
か
ほ
く
二
百
一

号秋
田
市
山
王
一
丁
目
十
番
二
十
二
号

秋
田
市
桜
一
丁
目
四
番
二
十
一
号

能
代
市
字
機
織
轌
ノ
目
九
十
三
番
地

横
手
市
平
城
町
六
番
二
十
七
号

大
館
市
片
山
町
一
丁
目
三
番
十
五
号

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
向
山
一
番
地
の
四

大
曲
市
飯
田
町
十
九
番
三
十
九
号

大
曲
市
福
住
町
二
番
四
十
二
号

大
曲
市
通
町
二
番
七
号

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
町
尻
十
二
番
地
二

由
利
郡
由
利
町
東
鮎
川
字
立
井
地
二
十
四
番
地
一

有
限
会
社
ポ
プ
ラ
・
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
代
表
取
締
役

佐
　
藤
　
隆
　
也

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
代
表
取
締

役

折
　
口
　
雅
　
博

社
会
福
祉
法
人
蹊
仁
会
理
事
長

高
清
水
　
三
　
郎

有
限
会
社
し
ら
ゆ
り
代
表
取
締

役

佐
々
木
　
　
　
寛

つ
ば
め
自
動
車
株
式
会
社
代
表

取
締
役

山
　
本
　
承
　
義

株
式
会
社
虹
の
街
代
表
取
締
役

畠
　
山
　
政
　
二

秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合
代

表
理
事
組
合
長加

　
藤
　
保
　
廣

有
限
会
社
県
南
看
護
婦
家
政
婦

紹
介
所
代
表
取
締
役

木
　
元
　
冨
　
子

株
式
会
社
仙
北
タ
ク
シ
ー
代
表

取
締
役

佐
　
藤
　
良
　
二

合
資
会
社
大
曲
タ
ク
シ
ー
代
表

社
員

青
　
山
　
民
　
雄

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ
ケ
ア
プ
ラ

ン
サ
ー
ビ
ス
代
表
取
締
役

佐
々
木
　
秋
　
一

企
業
組
合
孫
の
手
サ
ー
ビ
ス
代

表
理
事

小
　
沢
　
由
美
子

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
五
年
一
月
一
日

平
成
十
四
年
六
月
十
五
日

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
十
月
十
六
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
二
日

平
成
十
四
年
十
一
月
六
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

有
限
会
社
ポ
プ
ラ
・
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
秋
田
中
央
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
園
訪
問
介
護
事
業
所

し
ら
ゆ
り
訪
問
介
護

つ
ば
め
介
護
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
虹
の
街
大
館
営
業
所

Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

県
南
訪
問
介
護
事
業
所
お
お
ま
が
り

ホ
ッ
ト
ケ
ア
仙
北

大
曲
タ
ク
シ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

た
ん
ぽ
ぽ
訪
問
介
護
事
業
所

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー
「
和
」



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

３

〇
五
七
二
六
〇
七
四
三
〇

〇
五
七
二
六
〇
七
七
〇
三

仙
北
郡
角
館
町
薗
田
字
別
当
村
二
百
十
一
番
地

仙
北
郡
千
畑
町
本
堂
城
回
字
若
林
百
二
十
二
番
地
二

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ
代
表
取
締

役

大
屋
敷
　
　
　
昶

有
限
会
社
さ
く
ら
ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー
代
表
取
締
役

柿
　
崎
　
ル
リ
子

平
成
十
四
年
八
月
一
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
五
日

た
ん
ぽ
ぽ

さ
く
ら
ヘ
ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー

（
訪
問
入
浴
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
四
〇
七
三
四
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
館
市
片
山
町
一
丁
目
三
番
十
五
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
虹
の
街
代
表
取
締
役

畠
　
山
　
政
　
二

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

株
式
会
社
虹
の
街
大
館
営
業
所

（
訪
問
看
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
一
九
〇
二
六
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
牛
島
西
一
丁
目
三
番
八
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
虹
の
街
代
表
取
締
役

畠
　
山
　
政
　
二

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

虹
の
街
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
七
三
六
七

〇
五
七
〇
一
〇
七
六
二
三

〇
五
七
〇
八
〇
七
四
二
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
寺
内
字
油
田
五
十
九
番
二
十
七

秋
田
市
泉
管
野
二
丁
目
十
七
番
二
十
七
号

大
曲
市
佐
野
町
三
番
四
十
一
号

事
　
　
業
　
　
者

秋
田
県
高
齢
者
・
障
害
者
生
活

協
同
組
合
理
事
長

橋
　
村
　
昭
　
一

社
会
福
祉
法
人
い
ず
み
会
理
事

長

久
保
田
　
奉
　
幸

有
限
会
社
鷹
揚
館
代
表
取
締
役

鷹
　
觜
　
隆
　
則

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
四
年
八
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

デ
イ
ホ
ー
ム
古
四
王

ウ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
い
ず
み
老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
鷹
揚
館

（
通
所
介
護
）
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４

〇
五
七
二
三
〇
七
五
八
五

〇
五
七
二
五
〇
七
七
二
一

〇
五
七
二
六
〇
七
四
一
四

〇
五
七
二
七
〇
七
五
一
一

南
秋
田
郡
若
美
町
角
間
崎
字
志
藤
沢
二
十
九
番
地

由
利
郡
由
利
町
東
鮎
川
字
立
井
地
二
十
四
番
地
一

仙
北
郡
千
畑
町
畑
屋
字
街
道
東
二
百
一
番
地
の
一

平
鹿
郡
大
森
町
袴
形
字
西
神
成
七
番
地
二

医
療
法
人
泉
の
会
理
事
長

山
　
田
　
　
　
坦

企
業
組
合
孫
の
手
サ
ー
ビ
ス
代

表
理
事

小
　
沢
　
由
美
子

有
限
会
社
企
業
み
ら
い
代
表
取

締
役

細
　
井
　
　
　
諭

医
療
法
人
義
業
界
理
事
長

曽
　
根
　
純
　
之

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
八
月
二
日

平
成
十
四
年
九
月
二
日

医
療
法
人
泉
の
会
山
田
内
科

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
「
和
」

ほ
っ
と
未
来
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

曽
我
医
院
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
〇
一
一
四
八
二
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央
一
丁
目
十
七
番
二
十
三
号

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
明
光
会
理
事
長

小
　
玉
　
敏
　
央

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
明
光
会
五
十
嵐
記
念
病
院

（
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
七
六
六
四

〇
五
七
〇
二
〇
七
五
三
〇

〇
五
七
〇
二
〇
七
六
三
九

〇
五
七
〇
二
〇
七
七
七
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
上
北
手
百
崎
字
二
タ
子
沢
一
番
地
六

能
代
市
能
代
町
字
中
川
原
二
十
六
番
地
九
百
八
十
四

能
代
市
浜
通
町
二
番
五
十
一
号

能
代
市
落
合
字
下
谷
地
二
百
五
十
一
番
地
六

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
成
光
会
理
事
長

佐
　
藤
　
金
　
作

有
限
会
社
母
恵
夢
代
表
取
締
役

鈴
　
木
　
節
　
子

医
療
法
人
仙
知
会
理
事
長

大
　
塚
　
勝
　
幸

有
限
会
社
せ
せ
ら
ぎ
代
表
取
締

役

池
　
内
　
文
　
男

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
六
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
ひ

ふ
み
」

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
母
恵
夢

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ま
つ
風

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
せ
せ
ら
ぎ
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５

〇
五
七
〇
五
〇
七
八
〇
六

〇
五
七
〇
七
〇
七
六
四
四

〇
五
七
〇
八
〇
七
八
五
九

〇
五
七
〇
九
〇
七
八
一
六

〇
五
七
〇
九
〇
七
八
四
〇

〇
五
七
二
〇
〇
七
八
三
九

〇
五
七
二
二
〇
七
四
九
六

〇
五
七
二
二
〇
七
五
二
〇

〇
五
七
二
二
〇
七
七
三
六

〇
五
七
二
二
〇
七
八
二
七

〇
五
七
二
三
〇
七
六
〇
一

〇
五
七
二
三
〇
七
六
七
六

本
荘
市
石
脇
字
山
の
神
十
一
番
地
の
三
百
八
十
三

大
曲
市
大
曲
西
根
字
鳥
居
五
十
七
番
一

大
曲
市
藤
木
東
八
圭
二
十
一
番
一
号

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
前
田
二
十
九
番
地

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
七
十
八
番
地
五

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
上
前
田
十
六
番
地
十
一

山
本
郡
二
ツ
井
町
字
下
野
家
後
九
十
五
番
地
十
九

山
本
郡
二
ツ
井
町
飛
根
字
羽
立
九
十
五
番
地
一

山
本
郡
八
竜
町
浜
田
字
村
下
三
百
四
十
三
番
地
一

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
木
戸
沢
百
九
十
九
番
地
七
十

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
夜
又
袋
字
中
羽
立
七
十
四
番
地
の
十

南
秋
田
郡
若
美
町
払
戸
字
川
向
四
十
七
番
地
の
二

伊
藤
建
友
株
式
会
社
代
表
取
締

役

伊
　
藤
　
佐
喜
男

株
式
会
社
大
曲
仙
北
介
護
支
援

事
業
所
代
表
取
締
役

畠
　
山
　
伸
　
夫

有
限
会
社
ふ
ぁ
い
ん
代
表
取
締

役

小
　
松
　
利
　
光

医
療
法
人
寿
光
会
理
事
長

岩
　
尾
　
昌
　
子

医
療
法
人
恵
愛
会
理
事
長

高
　
橋
　
裕
　
男

医
療
法
人
寿
光
会
理
事
長

岩
　
尾
　
昌
　
子

有
限
会
社
ま
つ
か
さ
園
取
締
役

柴
　
田
　
ミ
　
ネ

有
限
会
社
熊
谷
ケ
ア
企
画
代
表

取
締
役

熊
　
谷
　
秀
　
昭

有
限
会
社
ホ
サ
カ
代
表
取
締
役

保
　
坂
　
　
　
茂

有
限
会
社
湯
の
里
代
表
取
締
役

嚴
　
榮
　
　
　
玉

有
限
会
社
キ
ク
チ
縫
製
代
表
取

締
役

菊
　
地
　
勝
　
仕

有
限
会
社
武
光
代
表
取
締
役

加
　
藤
　
ア
サ
子

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
五
年
一
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
本
荘
や
す
ら
ぎ
苑

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
ぞ
み

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
か
り

ぐ
る
ー
ぷ
ほ
ー
む
『
せ
き
が
み
』

医
療
法
人
恵
愛
会
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
仁

愛ぐ
る
ー
ぷ
ほ
ー
む
『
こ
さ
か
』

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ま
つ
か
さ
薗

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
ぜ
み
ち

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ゆ
と
り
の
里

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
湯
の
里

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ
ヤ
キ

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
秋
桜



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

６

〇
五
七
二
六
〇
七
三
八
〇

〇
五
七
二
六
〇
七
四
四
八

〇
五
七
二
六
〇
七
七
五
二

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
愛
宕
下
八
十
五
番
地

仙
北
郡
角
館
町
薗
田
字
別
当
村
二
百
十
一
番
地

仙
北
郡
仙
南
村
野
荒
町
字
街
道
ノ
上
二
百
三
十
五
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
柏
仁
会
理
事
長

村
　
上
　
孝
　
喜

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ
代
表
取
締

役

大
屋
敷
　
　
　
昶

有
限
会
社
あ
じ
さ
い
代
表
取
締

役

吉
　
川
　
テ
ツ
子

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
八
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

あ
り
す
刈
和
野

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
た
ん
ぽ
ぽ

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
じ
さ
い
仙
南

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
七
四
六
六

〇
五
七
〇
一
〇
七
四
七
四

〇
五
七
〇
三
〇
七
七
九
三

〇
五
七
〇
五
〇
七
七
八
〇

〇
五
七
〇
六
〇
七
五
九
八

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
楢
山
太
田
町
四
番
五
号

秋
田
市
泉
北
三
丁
目
十
五
番
一
号

横
手
市
前
郷
字
上
在
家
六
十
七
番
地
一

本
荘
市
出
戸
町
字
一
番
堰
百
六
十
九
番
地
一

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
向
山
一
番
地
の
四

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
モ
コ
取
締
役

宇
佐
美
　
茂
　
子

有
限
会
社
悠
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー

ビ
ス
代
表
取
締
役

三
　
平
　
久
　
勝

日
東
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社
代
表

取
締
役

町
　
屋
　
清
　
隆

日
東
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社
代
表

取
締
役

町
　
屋
　
清
　
隆

秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合
代

表
理
事
組
合
長加

　
藤
　
保
　
廣

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
十
月
十
六
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

有
限
会
社
モ
コ

有
限
会
社
悠
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

横
手
福
祉
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

秋
田
福
祉
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

（
福
祉
用
具
貸
与
）



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

７

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
〇
一
一
四
八
二
〇

〇
五
七
〇
一
〇
七
四
五
八

〇
五
七
〇
一
〇
七
五
五
七

〇
五
七
〇
一
〇
七
五
七
三

〇
五
七
〇
一
〇
七
八
六
二

〇
五
七
〇
三
〇
七
三
九
七

〇
五
七
〇
三
〇
七
五
六
一

〇
五
七
〇
四
〇
七
三
四
六

〇
五
七
二
二
〇
七
四
八
八

〇
五
七
二
六
〇
七
三
七
二

〇
五
七
二
六
〇
七
五
四
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央
一
丁
目
十
七
番
二
十
三
号

秋
田
市
山
王
四
丁
目
四
番
十
四
号

秋
田
市
八
橋
本
町
四
丁
目
十
番
十
五
号

秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
一
番
六
号

秋
田
市
桜
一
丁
目
四
番
二
十
一
号

横
手
市
清
川
町
十
三
番
十
六
号

横
手
市
平
城
町
六
番
四
十
三
号

大
館
市
片
山
町
一
丁
目
三
番
十
五
号

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
東
二
本
柳
二
十
八
番
地
一
号

仙
北
郡
六
郷
町
字
遠
槻
二
十
五
番
地

仙
北
郡
角
館
町
薗
田
字
別
当
村
二
百
十
一
番
地

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
明
光
会
理
事
長

小
　
玉
　
敏
　
央

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秋
田
市

高
齢
者
介
護
Ｎ
Ｐ
Ｏ
理
事
長

佐
　
藤
　
祐
　
一

有
限
会
社
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
秋

田
代
表
取
締
役横

　
谷
　
　
　
満

グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
　
木
　
勇
　
治

社
会
福
祉
法
人
蹊
仁
会
理
事
長

高
清
水
　
三
　
郎

有
限
会
社
ミ
ツ
イ
設
計
代
表
取

締
役

金
　
沢
　
純
　
治

有
限
会
社
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
グ
ロ

ー
バ
ル
代
表
取
締
役

冨
　
樫
　
龍
　
子

株
式
会
社
虹
の
街
代
表
取
締
役

畠
　
山
　
政
　
二

秋
田
や
ま
も
と
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

袴
　
田
　
一
　
憲

有
限
会
社
ユ
ウ
メ
デ
ィ
カ
ル
取

締
役

高
　
橋
　
　
　
右

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ
代
表
取
締

役

大
屋
敷
　
　
　
昶

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
八
月
一
日

平
成
十
四
年
十
月
一
日

平
成
十
五
年
一
月
一
日

平
成
十
五
年
一
月
一
日

平
成
十
四
年
七
月
十
日

平
成
十
四
年
十
月
一
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
明
光
会
五
十
嵐
記
念
病
院

秋
田
市
高
齢
者
介
護
Ｎ
Ｐ
Ｏ
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

在
宅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ラ
イ
フ

サ
ー
ビ
ス
秋
田

グ
リ
ー
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

フ
ァ
ミ
リ
ー
園
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
清
川
の
里

有
限
会
社
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
グ
ロ
ー
バ
ル

あ
い
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

株
式
会
社
虹
の
街
大
館
営
業
所

Ｊ
Ａ
秋
田
や
ま
も
と
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

介
護
相
談
セ
ン
タ
ー

た
ん
ぽ
ぽ
居
宅
介
護
支
援
事
業
所



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

秋
田
県
告
示
第
百
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

８

〇
五
七
二
六
〇
七
七
四
五

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
中
川
原
百
十
一
番
地
の
七
十
六

有
限
会
社
水
谷
代
表
取
締
役

水
　
谷
　
英
　
明

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
き
た
う
ら

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
〇
九
一
〇
四
八
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

鹿
角
市
十
和
田
毛
馬
内
字
下
寄
熊
六
番
地
九

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
寿
光
会
理
事
長

岩
　
尾
　
昌
　
子

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
寿
光
会
福
永
医
院

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
一
六
四
二

〇
五
七
〇
一
〇
二
一
三
七

〇
五
七
〇
一
〇
四
七
七
八

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
二
号

秋
田
市
上
新
城
中
字
片
野
四
番

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
土
崎
港
北
三
丁
目
十
一
番
十
七
号

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
十
八

秋
田
市
外
旭
川
字
鳥
谷
場
百
三
十
六
番

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

港
北
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
事
業
所

幸
楽
園
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

９

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
二
一
八
六

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
二
号

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
十
八

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
事

業
所

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
二
八
一
四

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
二
丁
目
六
番
三
十
四
号

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
寺
内
字
蛭
根
四
十
六
番
地

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
そ
の
ホ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
二
〇
四
六

〇
五
七
〇
一
〇
七
一
三
六

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
二
丁
目
六
番
三
十
四
号

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
二
号

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
寺
内
字
蛭
根
四
十
六
番
地

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
十
八

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
そ
の
ホ
ー
ム
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー秋
田
市
八
橋
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
通
所
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
二
〇
四
六

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
二
丁
目
六
番
三
十
四
号

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
寺
内
字
蛭
根
四
十
六
番
地

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
そ
の
ホ
ー
ム
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

１０

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
〇
一
〇
七

〇
五
七
〇
一
〇
〇
四
〇
四

〇
五
七
〇
一
〇
〇
九
一
七

〇
五
七
〇
一
〇
一
七
八
二

〇
五
七
〇
一
〇
一
九
六
四

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
二
号

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
二
号

秋
田
市
八
橋
南
一
丁
目
八
番
五
号
　
秋
田
市

医
師
会
館
内

秋
田
市
寺
内
蛭
根
二
丁
目
六
番
三
十
四
号

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
十
八

秋
田
市
土
崎
港
北
三
丁
目
十
一
番
十
七
号

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
十
八

秋
田
市
八
橋
字
戌
川
原
二
番
地
の
二
十
二
　

秋
田
市
医
師
会
館
内

秋
田
市
寺
内
字
蛭
根
四
十
六
番
地

所
　
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
　
地

変

更

年

月

日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

港
北
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

八
橋
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

秋
田
市
医
師
会
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

み
そ
の
ホ
ー
ム
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

（
訪
問
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
三
〇
六
四
七
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

南
秋
田
郡
若
美
町
払
戸
字
大
堤
百
六
十
番
地

事
　
　
業
　
　
者

秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合
代

表
理
事
組
合
長加

　
藤
　
保
　
廣

廃

止

年

月

日

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

秋
田
県
告
示
第
百
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

１１

（
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
三
〇
六
七
七
九

〇
五
七
〇
五
〇
四
九
二
八

〇
五
七
二
三
〇
六
四
七
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
前
郷
字
上
在
家
六
十
七
番
地
一

本
荘
市
出
戸
町
字
一
番
堰
百
六
十
九
番
地
一

南
秋
田
郡
若
美
町
払
戸
字
大
堤
百
六
十
番
地

事
　
　
業
　
　
者

日
東
リ
ー
ス
株
式
会
社
代
表
取

締
役

町
　
屋
　
清
　
隆

日
東
リ
ー
ス
株
式
会
社
代
表
取

締
役

町
　
屋
　
清
　
隆

秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合
代

表
理
事
組
合
長加

　
藤
　
保
　
廣

廃

止

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日

平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

横
手
福
祉
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

秋
田
福
祉
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
二
三
一
〇
三
三
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

南
秋
田
郡
若
美
町
角
間
崎
字
志
藤
沢
二
十
九
番
地

事
　
　
業
　
　
者

山
　
田
　
　
　
坦

廃

止

年

月

日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

山
田
内
科

（
訪
問
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
六
〇
六
三
九
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
中
川
原
百
十
一
番
地
七
十
六

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
県
南
看
護
婦
家
政
婦

紹
介
所
代
表
取
締
役

木
　
元
　
冨
　
子

廃

止

年

月

日

平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

県
南
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー



平成15年 2月18日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1445号

秋
田
県
告
示
第
百
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

緑
地

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

大
曲
都
市
計
画
（
雄
物
川
河
川
緑
地
及
び
丸
子
川
河
川
緑
地
）
の
変
更

三
　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

（一）

雄
物
川
河
川
緑
地

変
更
す
る
部
分
　
大
曲
市
小
貫
高
畑
字
七
ツ
小
屋
下
段
乙
、
字
向
七
ツ
小
屋
乙
及
び
字
蓮
沼
、

大
曲
西
根
字
青
野
、
字
東
道
地
野
、
字
弟
蔵
、
字
上
寺
野
、
字
中
寺
野
、
字
下
寺
野
及
び
字
道

地
野
西
下
野
、
蛭
川
字
吉
兵
エ
野
、
字
中
島
及
び
押
切
、
花
館
字
南
裏
地
、
字
下
竹
花
下
川
原
、

字
土
川
原
、
字
与
蔵
野
、
字
西
裏
地
及
び
字
中
野
下
川
原

（二）

丸
子
川
河
川
緑
地

追
加
す
る
部
分
　
大
曲
市
須
和
町
三
丁
目
、
大
町
、
浜
町
、
丸
子
町
、
大
花
町
、
黒
瀬
町
、

丸
の
内
町
及
び
大
曲
西
根
字
中
寺
野

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
建
設
事
務
所
用
地
課

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

（三）

大
曲
市
花
園
町
一
番
一
号
　
大
曲
市
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
城
目
町
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の

で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

五
城
目
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

能
代
都
市
計
画
東
能
代
駅
前
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

１２

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
〇
一
一
〇
四
四
八

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央
四
丁
目
六
番
四
十
一
号

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
明
光
会
理
事
長

小
　
玉
　
敏
　
央

指
定
の
辞
退
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
明
光
会
五
十
嵐
記
念
病
院
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書
二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
日
　
平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
二
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
砂
子
沢
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
一
月
三
十
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
課
及
び
鹿
角
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

四
　
そ
の
他

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら

三
月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

田
県
山
本
郡
二
ツ
井
町
種
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
二
ツ
井
町
種
字
熊
野
堂
前
二
百
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
多
市
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
〃
　
　
　
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
　
呂
　
久
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
櫻
沢
八
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
耕
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
宮
ノ
下
百
二
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
亮
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
熊
野
堂
前
百
八
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
　
内
　
三
　
男

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
上
樋
ノ
口
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
鉄
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
外
面
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
　
山
　
　
　
強

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
熊
野
堂
前
二
百
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
貞
　
夫

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
二
ツ
井
町
種
字
熊
野
堂
前
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
　
呂
　
久
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
〃
　
　
　
　
二
百
四
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
多
市
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
〃
　
　
　
　
二
百
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
博
　
咲

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
宮
ノ
下
百
二
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
亮
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
櫻
沢
八
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
耕
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
上
樋
ノ
口
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
鉄
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
字
外
面
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
　
山
　
　
　
強

秋
選
管
告
示
第
二
十
二
号

１３

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路
　
線
　
名

十
二
所
花
輪
大
湯

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
尾
去
沢
字
下
モ
平
二
八
番
五
四
地
先
か
ら

二
三
番
地
先
ま
で

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
向
九
番
二
及
び
十
二
番
二

面
　
　
　
　
　
積

六
二
〇
・
四
一
平
方
メ
ー

ト
ル

種

類

土

地

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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平
成
十
五
年
四
月
十
三
日
執
行
予
定
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録

の
基
準
日
、
登
録
日
及
び
縦
覧
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯

一
　
基
準
日
　
平
成
十
五
年
四
月
三
日
（
年
齢
に
つ
い
て
は
、
同
月
十
三
日
）

二
　
登
録
日
　
平
成
十
五
年
四
月
三
日

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
四
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で

秋
選
管
告
示
第
二
十
三
号

平
成
十
五
年
四
月
十
三
日
執
行
予
定
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
）
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
日
は
、
平
成
十

五
年
四
月
四
日
と
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯

平
成
十
五
年
四
月
十
三
日
執
行
予
定
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
秋
選
管
告
示
第
五
十
四
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
分
室
を
設
け
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯

一
　
分
室
の
名
称
及
び
場
所

二
　
分
室
の
設
置
期
間

平
成
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
秋
選
管
告
示
第
五
十
四
号
）
第
十
三
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
分
室
が
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
処

理
す
べ
き
事
務
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯

処
理
す
べ
き
事
務

一
　
選
挙
事
務
所
に
関
す
る
届
出
の
受
理

二
　
選
挙
運
動
用
自
動
車
及
び
拡
声
機
の
表
示
板
の
交
付

三
　
腕
章
及
び
標
旗
の
交
付

四
　
出
納
責
任
者
に
関
す
る
届
出
の
受
理

五
　
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
受
理

六
　
選
挙
運
動
事
務
員
等
の
届
出
の
受
理

七
　
不
在
者
投
票
に
お
け
る
氏
名
等
掲
示
に
関
す
る
事
務

八
　
選
挙
公
営
（
選
挙
運
動
用
自
動
車
・
ポ
ス
タ
ー
）
に
関
す
る
事
務

九
　
当
選
の
告
知
及
び
当
選
証
書
の
交
付

十
　
そ
の
他
委
員
長
が
指
定
す
る
も
の

１４

選
挙
管
理
委
員
会
公
告

分

室

の

名

称

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

鹿
角
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

大
館
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

北
秋
田
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

山
本
分
室

場
　
　
　
　
　
　
　
所

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地

秋
田
県
鹿
角
地
方
部
内

大
館
市
片
山
町
三
丁
目
十
四
番
五
号

秋
田
県
北
秋
田
地
方
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
内

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の
一

秋
田
県
北
秋
田
地
方
部
内

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

秋
田
県
山
本
地
方
部
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

男
鹿
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

南
秋
田
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

秋
田
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

由
利
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

仙
北
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

平
鹿
分
室

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会

雄
勝
分
室

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
外
ケ
沢
百
三
十
四
番
地

秋
田
県
船
川
港
湾
事
務
所
内

南
秋
田
郡
昭
和
町
乱
橋
字
古
開
百
七
十
二
番
地
の
一

秋
田
県
秋
田
中
央
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号

秋
田
県
秋
田
地
方
部
内

本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
三
百
六
十
六
番
地

秋
田
県
由
利
地
方
部
内

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号

秋
田
県
仙
北
地
方
部
内

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号

秋
田
県
平
鹿
地
方
部
内

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号

秋
田
県
雄
勝
地
方
部
内

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
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.jp
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